
規

則

自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
を
適
用
す
る
地
域
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
、
技
能
労
務
職
員
の

給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
、
福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島

県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
建
築
物
に
お
け

る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ

ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
地
方
自
治
法
等
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
を
福
島
県
教
育

委
員
会
に
委
任
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
及
び
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
十
六
号

自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
を
適
用
す
る
地
域
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
を
適
用
す
る
地
域
に
関
す
る
規
則(

昭
和
四
十
六
年
福
島
県
規
則
第
二
十

六
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

平
成
二
十
年
福
島
県
条
例
第
七
号)

附
則
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
五
十
号)

第
六
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
の
税
率
の

特
例
に
つ
い
て
は
、
廃
止
前
の
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
を
適
用
す
る
地
域
に
関
す
る
規
則
の
規
定

は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

(

財
務
領
域
税
務
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
十
七
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則

(

給
料
月
額
の
特
例)

第
一
条

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
四
十
八
年
福
島
県
規
則
第

八
十
一
号
。
以
下｢

八
十
一
号
規
則｣

と
い
う
。)

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
料
月
額(

技
能
労

務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
福
島
県

規
則
第
五
十
八
号)

附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定(

以
下｢

五
十
八
号
規
則
規
定｣

と
い
う
。)

に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
給
料
月
額
と
五
十
八
号
規
則
規
定
に
よ
る
給
料
の

額
と
の
合
計
額
。
以
下
同
じ
。)

は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間(

以
下｢

特
例
期
間｣

と
い
う
。)

に
お
い
て
、
八
十
一
号
規
則
第
三
条
か
ら
第
六
条
の

二
ま
で
の
規
定

(

以
下

｢

八
十
一
号
規
則
規
定｣

と
い
う
。)

及
び
五
十
八
号
規
則
規
定

(

以
下

｢

八
十
一
号
規
則
適
用
職
員
給
料
規
定｣

と
い
う
。)

に
か
か
わ
ら
ず
、
八
十
一
号
規
則
適
用
職
員

給
料
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
給
料
月
額
か
ら
当
該
額
に
百
分
の
二
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額

(

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額)

を
減
じ
た
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
退
職
手
当
の
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
に
あ
っ
て
は
、
八
十
一
号
規
則
規
定
に

よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
額
と
す
る
。

(

期
末
手
当
基
礎
額
及
び
勤
勉
手
当
基
礎
額
の
特
例)

第
二
条

八
十
一
号
規
則
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
期
末
手
当
基
礎
額
及
び
八
十
一
号
規
則
第
七
条
の

三
に
規
定
す
る
勤
勉
手
当
基
礎
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
給
料
の
月
額
は
、
特
例
期
間
に
お
い
て
、

前
条
の
規
定
及
び
八
十
一
号
規
則
適
用
職
員
給
料
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
八
十
一
号
規
則
適
用
職
員

給
料
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
給
料
の
月
額
か
ら
当
該
額
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額(

そ

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額)

を
減
じ
た
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

人
事
領
域
人
事
グ
ル
ー
プ)
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
を
適
用
す
る

地
域
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

一

○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す

る
規
則

一

○
福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

二

○
福
島
県
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境

の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

○
地
方
自
治
法
等
に
基
づ
く
知
事
の
権
限

を
福
島
県
教
育
委
員
会
に
委
任
す
る
規

則
を
廃
止
す
る
規
則

四

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

四

福
島
県
病
院
局

○
福
島
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す

る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

四

福
島
県
教
育
委
員
会

○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す

る
規
則

四



福
島
県
規
則
第
十
八
号

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則(

昭
和
六
十
三
年
福
島
県
規
則
第
三
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
特
別
事
業
枠
の
部
建
設
事
業
の
項
第
五
号
中｢

事
業｣

の
下
に｢

又
は
地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
廃
置
分
合
の
申
請
後
の
当
該
申
請
に
係
る
合
併
に
係
る
市
町
村

(

市
町
村
の
合
併
に
よ
り
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
合
併
市
町
村
の
一
部
と
な
る
市
町
村
に
限
る
。

以
下｢

合
併
関
係
市
町
村｣

と
い
う
。)

が
実
施
す
る
事
業｣

を
加
え
る
。

別
表
第
二
特
別
事
業
枠
の
部
建
設
事
業
の
項
第
五
号
及
び
石
綿
被
害
防
止
事
業
の
項
第
三
号
中｢

合

併
重
点
支
援
地
域
市
町
村｣
を｢

合
併
重
点
支
援
地
域
市
町
村
又
は
合
併
関
係
市
町
村｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
特
別
事
業
枠
の
部
建
設
事
業
及
び
石
綿
被
害
防
止
事
業
の
項
中｢

及
び
合
併
重
点
支
援
地

域
市
町
村｣

を｢

、
合
併
重
点
支
援
地
域
市
町
村
及
び
合
併
関
係
市
町
村｣

に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

10

条
例
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定

め
る
事
業
は
、
地
方
財
政
法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
係
る
事

業(

平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
の
間
に
行
う
事
業
に
限
る
。)

で
、
知
事
が
特
に

必
要
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

11

条
例
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
市
町

村
緊
急
財
政
健
全
化
事
業
に
係
る
貸
付
に
係
る
貸
付
の
区
分
並
び
に
当
該
貸
付
の
区
分
に
係
る
貸
付

対
象
事
業
、
貸
付
対
象
市
町
村
及
び
貸
付
条
件
は
、
第
二
条
、
第
三
条
及
び
別
表
第
一
か
ら
別
表
第

三
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

１

貸
付
の
区
分

特
定
市
町
村
緊
急
財
政
健
全
化
事
業
枠

２

貸
付
対
象
事

前
項
に
規
定
す
る
事
業

業
３

貸
付
対
象
市

第
二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
市
町
村
で
あ
つ
て
、
次
の

町
村

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

一

平
成
十
九
年
度
の
決
算
に
お
い
て
再
生
判
断
比
率(

地
方
公
共
団
体

の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
。

以
下｢

健
全
化
法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
生
判

断
比
率
を
い
う
。)

の
い
ず
れ
か
が
財
政
再
生
基
準(

健
全
化
法
第
二

条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
財
政
再
生
基
準
を
い
う
。)

以
上
で
あ

る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
平
成
二
十
年
度
以
降
の
決
算
に
お
い
て

健
全
化
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

ア

健
全
化
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
政
健
全
化
計
画
を
定
め

て
い
る
こ
と
。

イ

次
の
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
を
制
定
し
て
自
主
的
に
財
政
の

健
全
化
を
行
う
こ
と
。

�

議
会
の
議
決
を
経
て
自
主
的
な
財
政
の
健
全
化
の
た
め
の
計
画

(

�
に
お
い
て｢

自
主
的
財
政
健
全
化
計
画｣

と
い
う
。)

を
策

定
す
る
こ
と
。

�

自
主
的
財
政
健
全
化
計
画
及
び
そ
の
進
捗
状
況
を
住
民
に
公
表

す
る
こ
と
。

４

貸
付
条
件

一

貸
付
利
率

貸
付
日
に
お
け
る
財
政
融
資
資
金
の
貸
付
利
率
の
二
分
の
一
の
利
率

二

償
還
期
間

十
五
年

12

附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
の
表
１
の
項
に
規
定
す
る
特
定
市
町
村
緊
急
財
政
健

全
化
事
業
枠
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
八
項
中｢

自
主
的
財
政
再
建
計

画｣

と
あ
る
の
は
、｢

自
主
的
財
政
健
全
化
計
画｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

市
町
村
領
域
市
町
村
財
政
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
十
九
号

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則(

平
成
六
年
福
島
県
規
則
第
五
十
五

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
表
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
の
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
老

人
保
健
施
設(

介
護
保
険
法
施
行
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号)

第
九
条
第
六
項
に
規

定
す
る
特
定
老
人
保
健
施
設
を
含
む
。)

第
二
条

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
表
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
の
項
第
二
号
中｢

(

介
護
保
険
法
施
行
法(

平
成
九

年
法
律
第
百
二
十
四
号)

第
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
老
人
保
健
施
設
を
含
む
。)

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
中
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

(

健
康
衛
生
領
域
医
療
看
護
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
二
十
号

福
島
県
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
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正
す
る
規
則

第
一
条

福
島
県
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

昭
和
五
十
六
年

福
島
県
規
則
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中｢

第
二
条
第
四
号｣

を｢

第
二
条
第
六
号｣

に
改
め
る
。

第
二
条

福
島
県
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中｢
又
は
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律(

平
成
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号)

附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ

と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
二

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者(

同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業
を
営
ん

で
い
る
者
に
限
る
。)

｣
を
削
る
。

第
三
条
中｢

又
は
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令(

平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号)

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
三
条
第
一
項｣
を
削
る
。

第
五
条
中｢

第
二
条
第
六
号｣

を｢

第
二
条
第
四
号｣

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中｢

(建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
(平
成
13年

法
律
第
156号

)
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と

さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
12条
の
２

第
１
項
)
｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考
９
を
削
る
。

第
四
号
様
式
中｢

(建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
(平
成
13年

法
律
第
156号

)
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と

さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
12条
の
２

第
１
項
)
｣

及
び｢

(建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
(平
成
14年
厚
生
労
働
省
令
第
36号
)
附
則
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
第
33条
第
１
項
)
｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則(

以
下｢

改
正
前
の
規
則｣

と
い
う
。)

第
二
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て

い
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
細

則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
申
請
書
と
み
な
す
。

３

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
十
三
年

法
律
第
百
五
十
六
号)

附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法

に
よ
る
改
正
前
の
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第

二
十
号)

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
者
が
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

前
に
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令(

平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号)

附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的

環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号)

第
三
十
三
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
、
又
は
登
録
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
施
行
日
以

後
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
旨
を
届
け
出
る
と
き
は
、
改
正
前
の
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
登
録

事
項
変
更
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
廃
止

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
に

よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

健
康
衛
生
領
域
環
境
衛
生
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
二
十
一
号

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則(

平
成
四
年
福
島
県
規
則
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中｢

の
と
お
り｣

を｢

に
定
め
る
額(

県
内
に
住
所
、
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す

る
者
以
外
の
者(

以
下｢

県
外
居
住
者
等｣

と
い
う
。)

に
係
る
使
用
料
に
あ
っ
て
は
、
同
表
に
定
め

る
額
に
百
分
の
二
百
を
乗
じ
て
得
た
額)

｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

の
と
お
り｣

を｢

に
定
め
る

額(

県
外
居
住
者
等
に
係
る
使
用
料
に
あ
っ
て
は
、
同
表
に
定
め
る
額
に
百
分
の
二
百
を
乗
じ
て
得
た

額)
｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中｢

の
と
お
り｣

を｢

に
定
め
る
額(

県
外
居
住
者
等
に
係
る
手
数
料
に
あ
っ
て
は
、
同
表

に
定
め
る
額
に
百
分
の
二
百
を
乗
じ
て
得
た
額)

｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
の
２
の
表
�
を
同
表
�
と
し
、
同
表
�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

焼
結
炉(

Ｄ
Ｃ
│
８
０
８
０)

一
時
間

一
、
六
〇
〇
円

別
表
第
二
の
二
の
２
の
表
�
中｢

輪
郭
形
状
測
定
機(

２
６
０
０
Ｃ
│
２
２)

｣

を｢

輪
郭
形
状
測

定
機(

２
０
０
０
Ｄ
Ｘ
│
２
２)

｣

に
、｢

一
、
六
八
〇
円｣

を｢

一
、
七
一
〇
円｣

に
改
め
、
別
表

第
二
の
二
の
３
の
表
�
中｢

蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
装
置｣

を｢

蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
装
置(

Ｚ
Ｓ

Ｘ
１
０
０
ｅ)

｣

に
改
め
、
同
表
�
を
同
表
�
と
し
、
同
表
�
中｢

四
、
九
七
〇
円｣

を｢

一
、
二
八

〇
円｣

に
改
め
、
同
表
中
�
を
	
と
し
、


を
削
り
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、

を


と
し
、

�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を

と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
の
前

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

キ
ャ
ピ
ラ
リ
ー
電
気
泳
動
装
置(

Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
│
３
３

一
時
間

一
、
三
四
〇
円

０
０)

別
表
第
二
の
二
の
３
の
表
�
中｢

キ
ャ
ピ
ラ
リ
ー
泳
動
装
置｣

を｢

キ
ャ
ピ
ラ
リ
ー
泳
動
装
置(

Ｇ

１
６
０
２
Ａ)

｣

に
改
め
、
同
表
�
を
同
表
�
と
し
、
同
表
�
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ(

Ｋ
Ｈ
│
７
７
０
０)

一
時
間

一
、
三
七
〇
円

別
表
第
二
の
二
の
３
の
表
�
中｢

マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ｣

を｢

マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ(

Ｋ
Ｈ
│
２
７

０
０)

｣

に
改
め
、
同
表
中
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と

し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
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福
島
県
病
院
局

福
島
県
教
育
委
員
会

を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と

し
、
	
を
�
と
し
、


を
	
と
し
、
�
を


と
し
、
�
を
�
と
し
、

を
�
と
し
、
�
を

と
し
、
�

を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
同
表
�
中｢

Ｉ
Ｃ
Ｐ
発
光
分
光
分
析
装
置(

Ｓ
Ｐ
Ｓ
４
０

０
０)

｣

を

｢

Ｉ
Ｃ
Ｐ
発
光
分
光
分
析
装
置

(

Ｓ
Ｐ
Ｓ
５
５
１
０)

｣

に
、

｢

六
、
五
八
〇
円｣

を

｢

三
、
八
九
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
中
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、

�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�

と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
 
を
�
と
し
、
!
を
 
と
し
、
"
を
!
と
し
、

#
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

"

蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
装
置(

Ｓ
Ｅ
Ａ
５
１
２
０
Ａ)

一
時
間

三
、
四
五
〇
円

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。(

地
域
経
済
領
域
産
業
創
出
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
二
十
二
号

地
方
自
治
法
等
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
を
福
島
県
教
育
委
員
会
に
委
任
す
る
規
則
を
廃

止
す
る
規
則

地
方
自
治
法
等
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
を
福
島
県
教
育
委
員
会
に
委
任
す
る
規
則(

平
成
十
三
年
福

島
県
規
則
第
四
十
七
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
都
市
領
域
都
市
計
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
二
十
三
号

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則(

平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
福
島
県
営
宮
町
団
地
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

建
築
領
域
建
築
住
宅
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布

す
る
｡平
成
20年
３
月
25日

福
島
県
病
院
事
業
管
理
者
茂
田
士
郎

福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
１
号

福
島
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
(平
成
16年
福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第

６
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
１
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
｢別
表
第
３
第
１
号
｣
を
｢別
表
第
２
第
１
号
｣
に
改
め
､
同
条

第
１
号
中
｢別
表
第
３
第
１
号
｣
を
｢別
表
第
２
第
１
号
｣
に
改
め
､
同
号
ア
中
｢老
人
保
健
法
｣
を

｢高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
｣
に
､
｢医
療
｣
を
｢療
養
の
給
付
｣
に
､
｢老
人
保
健
法
第

30条
第
１
項
｣
を
｢高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
71条

第
１
項
｣
に
､
｢老
人
保
健
法
第

31条
の
２
第
２
項
｣
を
｢高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
74条
第
２
項
｣
に
改
め
､
同
号
イ

中
｢老
人
保
健
法
第
17条
第
２
項
第
４
号
｣
を
｢高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
64条
第
２

項
第
４
号
｣
に
改
め
､
同
条
第
２
号
中
｢別
表
第
３
第
６
号
｣
を
｢別
表
第
２
第
６
号
｣
に
改
め
､
同

条
第
３
号
中
｢別
表
第
３
第
７
号
｣
を
｢別
表
第
２
第
７
号
｣
に
改
め
､
同
条
第
４
号
中
｢別
表
第
３

第
８
号
｣
を
｢別
表
第
２
第
８
号
｣
に
改
め
､
同
条
第
５
号
中
｢別
表
第
３
第
12号
｣
を
｢別
表
第
２

第
12号

｣
に
改
め
､
同
号
ア
$
中
｢34,110円

｣
を
｢38,000円

｣
に
改
め
､
同
号
カ
中
｢1,210円

｣
を
｢1,520円

｣
に
改
め
る
｡

第
２
条
中
｢別
表
第
３
備
考
｣
を
｢別
表
第
２
備
考
７
｣
に
改
め
る
｡

附
則

こ
の
規
程
は
､
平
成
20年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡
た
だ
し
､
第
１
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の

改
正
規
定
､
同
条
第
１
号
の
改
正
規
定
(
｢別
表
第
３
第
１
号
｣
を
｢別
表
第
２
第
１
号
｣
に
改
め
る

部
分
に
限
る
｡
)
､
同
条
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
の
改
正
規
定
､
同
条
第
５
号
の
改
正
規
定
(
｢別

表
第
３
第
12号
｣
を
｢別
表
第
２
第
12号
｣
に
改
め
る
部
分
に
限
る
｡
)
及
び
第
２
条
の
改
正
規
定
は
､

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則

(

給
料
月
額
の
特
例)

第
一
条

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
四
十
八
年
福
島
県
教
育
委

員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下

｢

二
十
号
規
則｣

と
い
う
。)

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
料
月
額

(
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
十
八

年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号)

附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定(

以
下｢

九
号
規
則
規
定｣

と
い
う
。)
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
給
料
月
額
と
九
号
規
則
規
定
に
よ
る

給
料
の
額
と
の
合
計
額
。
以
下
同
じ
。)

は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間(
以
下｢

特
例
期
間｣

と
い
う
。)

に
お
い
て
、
二
十
号
規
則
第
三
条
か
ら
第
六

条
の
二
ま
で
の
規
定(
以
下｢

二
十
号
規
則
規
定｣

と
い
う
。)

及
び
九
号
規
則
規
定(

以
下｢

二
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十
号
規
則
適
用
職
員
給
料
規
定｣

と
い
う
。)

に
か
か
わ
ら
ず
、
二
十
号
規
則
適
用
職
員
給
料
規
定

に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
給
料
月
額
か
ら
当
該
額
に
百
分
の
二
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額(

そ
の
額
に

一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額)

を
減
じ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

退
職
手
当
の
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
に
あ
っ
て
は
、
二
十
号
規
則
規
定
に
よ
り
支
給
さ

れ
る
べ
き
額
と
す
る
。

(

期
末
手
当
基
礎
額
及
び
勤
勉
手
当
基
礎
額
の
特
例)

第
二
条

二
十
号
規
則
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
期
末
手
当
基
礎
額
及
び
二
十
号
規
則
第
七
条
の
三
に

規
定
す
る
勤
勉
手
当
基
礎
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
給
料
の
月
額
は
、
特
例
期
間
に
お
い
て
、
前
条

の
規
定
及
び
二
十
号
規
則
適
用
職
員
給
料
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
十
号
規
則
適
用
職
員
給
料
規
定

に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
給
料
の
月
額
か
ら
当
該
額
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額(

そ
の
額
に
一

円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額)

を
減
じ
た
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。(

教
育
総
務
領
域
人
事
管
理
グ
ル
ー
プ)
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